
はじめに

平成１８年６月に施行した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革推進に関する

法律」に基づき、地方公共団体の資産・債務改革のひとつとして「新地方公会計制度の整備」

が位置付けられました。これにより、発生主義・複式簿記の考え方の導入を図り、「新地方公

会計制度研究会報告書」（平成１８年５月総務省）で示された「基準モデル」または「総務省

方式改訂モデル」のどちらかのモデルを採用し、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連

結ベースの４つの財務書類（貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動

計算書）を平成２１年度までに整備することが求められました。

本市は、平成２０年度決算から、歳入歳出データを発生主義に基づき複式仕訳を行い、固

定資産を全て公正価値（時価）で評価することで、精緻な財務書類の作成が可能となる「基

準モデル」を採用し、平成 26 年度決算まで財務書類を作成してきました。

その後、今後の新地方公会計の推進について検討がすすむ中で、総務省が平成 27年 1 月

に公表した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、全ての地方公共団体に

おいて、原則として平成 27 年度から平成 29年度までの３年度間に統一的な基準による財

務書類等を作成することが求められました。

本市においては、平成 27年度決算から「統一的な基準」による財務書類を作成し、神栖

市の資産の把握や財政状況の分析に努めています。

この財務書類は、「一般会計等」と特別会計や企業会計を合わせた「全体会計ベース」に加

え、一部事務組合や第３セクターなど、市の財政に影響する関係団体を含む「連結会計ベー

ス」の３つの区分ごとに作成することになっており、神栖市が所有する資産と債務が把握で

きます。

今後も、それらの分析内容を充分活用して、より一層効率的な財政運営に取り組んでまい

ります。



財務書類４表について

（１） 貸借対照表（ＢＳ：Balance Sheet）;「ストック情報」

年度末時点において、市が保有する「資産」・「負債」・「純資産」の残高を示すものです。

資産の部は、資金や金融資産と将来の世代に引き継ぐ社会資本の金額を示すものです。

負債の部は、将来の世代が負担しなければならない金額を示しています。

純資産の部は、これまでの世代が負担した金額を示しています。

（２） 行政コスト計算書（ＰＬ：Profit and Loss statement）;「フロー情報」

１年間の行政活動で、福祉サービスやごみの収集にかかる経費など資産形成に結びつ

かない行政サービスに要したコストと使用料・手数料等の収益を示すものです。

（３） 純資産変動計算書（ＮＷ：Net Worth ）;「純資産の変動情報」

貸借対照表のうち「純資産の部」に計上されている数値が１年間でどのように変動（増

減）したかを示すものです。

（４） 資金収支計算書（ＣＦ：Cash Flow statement ）;「現金収支情報」

１年間における資金の流れを示すもので、性質に区分して、支出と収入を示し、どのよ

うな活動に資金が使われたかを示します。

財務書類４表相関図（※金額については全体会計ベースで表示） （単位：千円）

〔貸借対照表〕 〔行政コスト計算書〕 〔純資産変動計算書〕 〔資金収支計算書〕

※①現金預金については、歳計外現金（預り金）を含むため、資金残高と完全には一致し

ません。
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特別会計

企業会計

　対象となる会計の範囲

　本市が公表する４つの財務書類は、「一般会計等（一般会計）」と特別会計や企業会計をあわ
せた「全体会計」、神栖市が関係する関連団体を含めた「連結会計」の３つの区分で作成しま
す。

区　　　分 対 象 と な る 会 計 等

 国民健康保険特別会計・ 介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計

 水道事業会計・下水道事業会計

 鹿島地方事務組合

 鹿行広域事務組合

 茨城県市町村総合事務組合

 茨城租税債権管理機構

 茨城県後期高齢者医療広域連合

 公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社

 鹿島港湾運送株式会社

 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

※ 神栖市における一般会計等の対象会計は、一般会計のみです。

※ 一部事務組合等は、複数の自治体と連携協力して行政サービスを実施している関係団体です。

※ 第三セクター等は、資本金、基本金その他これらに準ずるものの50％以上を本市が出資して
いる団体、または、人件費の相当程度など重要な補助金を交付している団体です。

  　・作成基準日

会計年度の最終日です。

　出納整理期間の入出金については、作成基準日までに終了したものとして処理しています。

　企業会計及び関係団体における未収金・未払金のうち、一般会計及び特別会計と出納整理期間
に取引があったものは、作成基準日までに入出金されたものとして処理しています。

全
体
会
計

一
般
会
計
等

 一　般　会　計　

一部事務組合等

第三セクター等

連
結
会
計


